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≪固定資産課税台帳の縦覧・閲覧≫

≪市・府民税の申告≫��令和 4 年度の申告受付を行います。感染症拡大防止の
ため、申告書の提出は郵送でのご協力をお願いします。

　［受　付］3 月 15 日㈫まで　※㈯㈰除く
　　　　　 9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 16:30
　［会　場］市役所本館 1 階ロビー
　［郵送先］〒 583-8585　誉田 4-1-1　税務課市民税担当 宛
　　①申告に必要な書類等を必ずご持参ください。
　　　（例）給与・年金の源泉徴収票、生命保険等の控除証明書
　　②医療費の申告をされる方は合計額計算および明細書をご準備ください。
　　※�市・府民税に関連した各種証明書発行や、国民健康保険証・後期高齢者

医療被保険者証などの交付、介護保険料・保育園および幼稚園の保育料
の算定などに申告が必要です。また、申告書が届いた方で前年中に無職、
無収入の方も申告にご協力ください。

　　※�上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式選択が所得税
確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡素化されました。詳細は、
市ウェブサイトをご確認ください。

　　※�ご自身で作成された確定申告書は、市・府民税の申告期間中、市役所本
館1階ロビーの受付会場でお預かりし、富田林税務署へお届けします。

◦申告が必要な方
　�本市在住（令和4年1月1日現在）で、前年中に所得があり、税務署の確定
申告書提出義務のない方や勤務先から給与支払報告書が提出されていない方。
　（例）・2カ所以上から給与の支払いを受けていた方。
　　　・公的年金受給者で年金以外に収入がある方。
　　　・公的年金受給者で各種控除を受けようとする方。
　※�ワンストップ特例制度を適用されている場合であっても、医療費等があり
申告を行う場合は、ふるさと納税寄付分（ワンストップを含む）も併せて
申告する必要があります。

◦申告書の取得方法
・��市ウェブサイトより申告書をプリ
ントアウト

・�郵送（税務課市民税担当へお問い
合せください。）
・税務課窓口、申告会場へ来庁。

◦市ウェブサイトより
　市・府民税申告書が作成できます。
　作成された申告書に必要事項を補
記していただき、必要書類と併せ郵
送または持参いただくと、市・府民
税申告を行うことができます。詳細
は「羽曳野市�税額シミュレーション」
と検索してご覧ください。

【問合せ】税務課 市民税担当

申告会場では、新型コロナウイル
ス感染症等による感染拡大防止の
観点から感染症対策（検温の実施、
消毒液・パーテーションの設置等）
を実施しております。申告会場へ
お越しの際は、感染症対策（手洗
い、マスク着用等）にご協力くだ
さい。また、休み
明けや午前中は混
雑します。可能な
限り混雑を避けて
お越しください。

税務課からのお知らせ

【問合せ】税務課 固定資産税担当

【閲覧】土地・家屋の納税義務者、または借地人・借家人
が賃借権等の目的である物件に限り固定資産課税台帳を閲
覧できる制度です。
左記の縦覧できる記載内容のほか、課税標準額・税額
◦閲覧できる方
　・左記の「縦覧できる方」の要件を満たす方
　・�借地、借家人で当該借地・借家部分の賃貸借関係を確
認できる書類を有する方

　・固定資産の処分をする権利を有する方
◦期間・時間
　4月1日～令和5年3月31日9:00～ 17:30
　※㈯㈰㈷・年末年始除く

縦覧、閲覧申請には本人であることを確認できる書類（運転免許証・納税通知書など）
をご持参ください。なお、法人名義の所有の場合は、委任状が必要です。

【縦覧】固定資産税納税者が、市内の土地・家屋の評価額
を縦覧帳簿にて確認できる制度です。土地の納税者は土地
価格等縦覧帳簿を、家屋の納税者は家屋価格等縦覧帳簿を
ご覧頂けます。
［土地］所在地番・地目・地積・評価額
［家屋］�所在地番・家屋番号・種類・構造・

床面積・評価額・建築年
◦縦覧できる方
　・固定資産税の納税義務者本人もしくは納税管理人
　・�代理人で納税義務者本人と同居の親族（住民票で同一
世帯）の方

　・上記以外の代理人で委任状を有する方
◦期間・時間
　4月1日～5月31日9:00～ 17:30※㈯㈰㈷除く

ー3月15日以降や受付終了時間以降についてー
市役所本館1階�⑪番市民税窓口にて9:00～ 17:30まで受付しています。
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※�市への手続きで必要書類がご不明
な場合は、市ウェブサイトをご確
認いただくか、税務課までお問い
合わせください。
※�盗難にあった場合は、ただちに警
察署へ盗難届を出すとともに、市
役所税務課にも届け出てください。
※ �3月下旬は大変混雑することが予
想されますので、余裕をもってお
手続きください。

※�一部の三輪・四輪の軽自動車につ
いては、令和4年度から税額（重
課等）が変わる場合があります。
詳細は、市ウェブサイトをご確認
ください。

☎ 072-958-1111
≪市税催告コールセンター業務≫
　市税（市・府民税、固定資産税、軽自動車税、法人市民税）
の納期限から一定期間を過ぎても市において納付確認がで
きない方に対して、専門オペレーターが市税の未納をお知
らせするとともに、納付のご案内を行います。
平日㈪～㈮ ９:00～17:30
第 2・3�㈫㈭�※ 3月のみ第1・3 ９:00～ 20:00
第３週�㈰ ９:00～ 17:30
◦振り込め詐欺など不審電話にご注意！
　�「市税催告コールセンター」から、還付金の案内や納付
のためにATM（現金自動預け払い機）の操作を求めるこ
とは一切ありません。

≪休日・夜間に市税の納付相談窓口を開設します≫
　市役所開庁時間に市税の納付相談や納税ができない方
に、下記のとおり休日・夜間窓口を開設します。
【場所：市役所本館１階�税務課⑦窓口】
◦夜間窓口　3月17日㈭18:00～ 20:00
◦休日窓口　3月20日㈰10:00～ 15:00 【問合せ】税務課 納税担当

≪市税の催告書を送付します≫
　市税が滞納になっている方に対し、３月中旬に催告書を
送付します。納付がまだお済みでない方は、催告書が届き
ましたら同封する納付書ですみやかに納付をお願いしま
す。また、事情により一括納付できない場合は、税務課納
税担当まで納税相談をしてください。

≪市税の滞納処分を強化しています≫
　市税の滞納は、期限内に納税している多くの市民との公
平性を欠き、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をき
たします。納期限を過ぎ、督促状を送付後も未納または納
付相談のない方に対しては、調査を行い、滞納処分（給与、
預金、生命保険、不動産などの差押）による市税の徴収を
強化しています。
　また、長期・高額の滞納事案などは「大阪府域地方税徴
収機構」へ引き継ぎ、滞納整理を行っています。

申告区分 受付場所 必要な書類など

原動機付
自転車
など

市役所税務課
（本館1階⑧番窓口）

申告済証・ナンバープレート・譲渡
証明書（名義変更の場合）・届出者の
本人確認書類・委任状（同一世帯員
以外が申請する場合。同一世帯でも
転出している場合は委任状が必要。）

軽二輪
小型二輪
など

近畿運輸局�大阪運輸支局
和泉自動車検査登録事務所
（和泉市上代町官有地）
☎050-5540-2060

左記事務所に
お問い合わせください。

軽自動車

軽自動車検査協会　
大阪主管事務所和泉支所
（和泉市伏屋町1-13-3）
☎050-3816-1842

左記事務所に
お問い合わせください。

【問合せ】税務課 課税総務担当

≪バイクや軽自動車などの異動申告≫
　軽自動車税は、4月1日現在登録されている所有者（使用者）に課税されます。
バイクや軽自動車などを廃車・名義変更するとき、所有者（使用者）が転出す
るときは、表の区分により手続きをしてください。（4月2日以降に廃車や名義
変更により譲渡した方は、令和4年度の軽自動車税がかかりますのでご注意く
ださい。）


